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政府 ・自治体会計の問題点 と制度再構築の方向*

藤 井 秀 樹

1本 稿 の 課 題

本稿の課題は次の2つ である。第1は,国 および地方自治体の会計(以..ド

「政府 ・自治体会計」Pという)を め ぐる近年の動向を概観 し,そ の特徴 と問

題点を企業会計の理論(簿 記理論を含む,以 下同じ)に 照 らして明 らかにする

ことである。第2は,そ の検討をふまえたうえで,あ りうべ き制度再構築の方

向と課題を規範論ヨ}の観点から提示することである。政府 ・自治体会計 に対す

る社会的関心が急速に高まっている折 りでもあり,本 稿での考察が,当 該問題

をめぐる今後の議論の活性化に多少なりとも貢献できれば幸いである。

Hわ が国における政府 ・自治体会計の動向とその問題点

わが国において政府 ・自治体会計に対する社会的関心が高まり,そ の制度お

よび実務に関連 した新たな試行や議論が一定の広が りをもって観察されるよう

寧.本 稿 は,藤 井[20Q月 の草 稿段 階の論文 に加筆 した牽のであ る。紙幅の制約 から藤井[20011

で は割愛せざ るをえなかった叙 述や資料 も,本 稿で は再生 し収録 してい.る。

Dす なわ ち,本 稿で 「政府」 とい う場 合,そ れは国 をさす。国お よび地方自治体 の会計 の総称 と

して,ア メ リカで は 「政府 会計 」(governmentalaccowrting),イ ギ リスで は 「公 会計」(Public

sectoraccounting)と い う用語が,そ れぞれ広 く使用 されてい るようであ る。わが国で はまだ そ

の ような総称が定着 していないよ うに見受 けられ るので,本 稿では 「政府 ・自治体会計」 とい う

用語を使 用する ことに した。 」

2)本 稿での規範論の展 開にさい しては,ア メ リカにおける政府会計論,と りわLtGASB[1987]

お よびFASAB[1'Y33]で 提 示されたそれ を参考 に した,と はいえ,本 稿 での主張は.規 範論 の

みで現実.の制度 の変更 が可能であ るとい うことを含意する もので は決 してない。規範論 に依拠 し

た本稿で の議論は,あ くまで も,あ りうべ き制度再 構築の方向性 を大づかみ に描出す ることを目

的 とした もので あワて.そ の意義はそれ以上で もそれ以 ドでもない。
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に な った の は,近 年 と りわ け1990年 代 後 半 以 降 の こ とで あ る(宮 本[2000a]

171ペ ー ジ)。 そ う した一 連 の試 行や 議 論 を通 覧 す る と,そ の 主 た る特徴 点 と し

て 以下 の3点 を指 摘 で き る こ とに気 づ く。 第 ユは,制 度 再 構 築 の視 点 と して 政

府 ・自治体 会計 へ の 「企 業 会計 的手 法 の導 入 」 が 強 調 され て い る こ とで あ る 。

第2は,一 連 の試 行 や 議 論 が も っぱ ら貸 借 対 照 表 の 作 成 と解釈 を 中 心 に展 開 さ

れ て い る こ とで あ る。 そ して 第.3は,貸 借 対 照 表 作 成 にか か わ る 主 要 な論 点 と

して資 産 の会 計 処 理 に.議論 が集 中 してい る こ とで あ る。

1企 業会計的手法の強調

社会経済生産性本部[1997]に,各 地の自治体が財務諸表(正 確にはその類

似書類,以 下同 じ)の 作成に向か うきっかげを作 り出した初期文献の1つ であ

るが,そ の標題か ら明らかなように当該文献は.決算統計の 「企業会計的分析手

法」の開発を主たる目的とするものであった3}。つまり,今 日みるような自治

体財務諸表の作成実務は当初から,「公会計への企業会計的手法の導入」(米 田

[1999]3ペ ージ)と い う方向性を付与されていたのである%

この ことは政府会計において もほぼ同様であ り,会 田ほか[2000]で も,

「企業会計の考え方を国の貸借対照表に適用すること」(5ペ ージ)が,「 国の

貸借対照表作成にあたって考慮」された基本方針の1つ とされている。総じて,

「企業.会計的手法の導入」という視点は,.政府 ・自治体会計をめぐる今 日の議

論において所与の前提となっているといってよいであろう。

ところが,そ うした論調の隆盛 とはうらはらに,当 の 「企業会.計的手法」が

何を意味 しているかを冷静に論 じた文献は,筆 者の知るかぎり皆無に近い。先

3)社 会経済生産性本部[1997]は,た とえば京都 市理財局.[玉99呂]に み るよ うに,自 治体バ ラン

スシー トの作成マ ニュアルと して も活用 され ている。ただ し自治省[200061に よれば,2000年

8月31日 現在 においては,自 治省方式 を採用す る自治体 が多数 を占めている。 その詳細について

は,後 出の脚 注6}を 参照されたいワ

4)自 治省[2000a】 に先行 する主要な動 向 として,地 方 自治協会 の研究 会活動 〔1988年)や 経済

戦略会議の答 申(/999年 〉 などがあ るが,.そ こで も一様 に自治体会計へ の 「企業会計的手法 の導

入」が提 言され てい る。
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行 文 献 にお し.・て は 大抵 の場 合,単 年 度 主義,単 式 簿 記,現 金 主義,予 算 中心 主

義 とい った 特 徴 を 有 す る 現行 会計 制 度 との対 比 にお い て,複 式 簿 記,発 生 主 義

内部 管 理 シス テ ム,情 報 開 示 制度 な どが,特 段 の吟 味 も ない ま ま 「企 業 会計 的

手 法 」 の特 徴 的 要 素 と して 列挙 さ れ て い る にす ぎ な い(た と えば 米 田[1999]

4-5ペ ー ジ,徳 江[2000]31-33ペ ー ジ,東[2000]66ペ ー ジ)。

これ ら諸 要素 の うち,政 府 ・自治 体 財 務 諸 表 の作 成 に直 結 す る 「企 業 会 計 的

手 法 」 と して と くに重 視 され てい るの ば,複 式 簿 記 と発 生主 義 の2つ の よ うで

あ る。 しか し,ひ と くち に複 式 簿 記,発 生 主 義 と言 って も,そ の意 味 す る とこ

ろ は きわ め て 複雑 か つ多 様 で あ り,会 計 学 領 域 にお い て は そ の 本 質 へ の接 近 を

.図 るべ く,現 在 な お 多 くの理 論 研 究 が 続 け られ て い る(た とえ ば 日本 会計 研 究

学 会 特 別 委 員 会[1992],日 本 簿 記 学 会 簿 記 理 論 部 会[2000]を 参 照 せ よ)。

政 府 ・自治 体 会 計 をめ ぐる議 論 に お い て 「企 業 会 計 的 手 法 」 の 本 質 に つ い て

立 ち 入 った検 討 が な され る な どは 本 来望 むべ く もない こ とか も しれ な い が,そ

の 基軸 とな る用 語 や 概 念 につ い て 吟味 ら しい吟 味 が 一 切 な され ない ま ま 「企 業

会計 的手 法 の導 入」 が 声 高 に叫 ば れ て い る点 に,今 日の政 府 ・自治 体 会 計 諦 め

特徴 と問題 点 が集 約 され て い る よ.うに思 わ れ る。

2貸 借対照表中心の実務と議論

貸借対照表(バ ランスシー ト)の 作成と解釈 に傾斜 した今 日の試行的実務 と

議論は,政 府 ・自治体会計論にみるそう.した特徴と問題点の1つ の募徴的事例

といえるであろう。

自治体財務諸表の作成マニュアルとして公表された自治省[2000a]5}は,

5)自 治 省[20006ユ に よれ ば,2000年B月31日 現 在 に お け る 自 治体 バ ラ ンス シー トの 作 成 状 況 は

下 記 の とお りで あ る 。

都 道 府 県 市 区 村 町

バ ラ ンス シ ー トを作 成 済み.17(36.2)56(7,7)

バ ラ ン スシ ー トを作 成 中.30(63.8)883(27.2)

以 上 の うち 自治 省 方式 に よ る もの47(100.0)842(25.9)

全 団 体 数47(100・O)3.251(100・0)

()内 は 全 団 体 数 に 占 め る 割合 を示 す 。



鷺

脇

28(368)第 三65巻 第5・6号

も っぱ ら 「バ ラ ン.スシー トの作 成 手 法 」(1ペ ー ジ〕 を解 説 した 文 献 で あ って,

そ こで は も う1つ の主 要 財 務 諸 表 で あ るはず の損 益 計 算 書 〔ない しそ れ に類 す

る財 務 諸表,以..ド 同 じ)に つ い て は何 らの言 及 もな され て い ない 。 自治 体 財 務

諸 表 の作 成 実 務 に関 す るそ め後 の実 態 調 査 も,も っぱ ら 「バ ラ ンス シー トの作

成 状 況」(自 治 省[2000b])と い う観 点 か ら実 施 さ れ て い る。 また ,大 蔵 省 が

初 め て作 成 した 政 府 財 務 諸 表 と して 注 目を 集 め た 「固 め貸 借 対 照 表(試 案)」

(財政 事 情 の説 明.手法 に関 す る勉 強 会[2000])は,文 字 どお り 「国 の貸 借 対 照

表」 と し.て作 成 さ れ た もので あ り,国 の損 益 計 算 書 の 作 成 は 「今 後 の検 討 課

題 」(会 田 ほか[20003⑪ ペ ー ジ以 ド)に す ら含 め られ て い な い。

複 式 簿 記 の本 質 につ い て は現 在 な お 一 意 的 な理 解 が 存 在 しない と はい え,そ

の最 も主 要 な機 能 が,実 体 に 生 じる すべ て の縄 斉事 象 の継 続 記 錬 に も とづ い て

財 産 計 算 と成 果 計 算 を 有機 的 に完 成 させ る こ と にあ る と.解す る点 で は,論 者 の

同 に 大 き な 見 解 の 不 一 致 は.見 ら れ な い(安 平[19931.3-4ペ ー ジ,藤 井

[19976]45-46ペ ー ジ)。 か か る観 点 か ら す れ ば,そ れ を損 益 計 算 書 と呼 ぶ か

ど うか は 別 と して,フ ロ ー の成 果 計 算 書 を欠 い た財 務 諸表 の作 成 は,技 術 的 に

も理論 的 に も複 式 簿記 に依 拠 した 実務 とは と うて い見 な しえ な い で あ ろ う 〔補

注1】Oo

この陽 題 は,た ん な る簿 記原 理 上 の解 釈 問 題 に と ど ま る もので は な い。 以 下

で順 次 言 及 す る よ うに.政 府 ・自.治体 会 計 め 要 諦 と もい うべ き 「説 明 責 任 」.

(account■婦iりゆ の あ り方 にか か わ る きわ め て深 刻 な 問題 を 含 ん で い るの で あ

る。

〔醤 注1】 複 式 簿 記 の 本 質 を 論 じた い くつ か のlil要 な 古 典 文 献(た と え ば

Hatfield【noelr.1,Li岨eしon[1933]p,26)に よれ ば,資 本概 念 な い し資 本 主 関係

5)事 実,白 油露沸,ン ス シー トの作成 にあた っては決算統計デー タを 「基礎数値」 として用い る

ものとされている し 伯 治省[2000a]7ペ ージ),国 の貸借対照表 の作成 にあた っては国有財産

台帳等 の騨 記蓑 され た数値 が使用 されてい る.〔会田ほか[2000110ベ ー ジ以下〕。いず

れ の場合 に凱 、て 巻.穫 式簿記機構 を前提 に した継続 記録 か ら誘導的 に貸借対照表(バ ラ ンス

シー ト)を 作讒す`こ とは患定されていない。
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の存在が,複 式簿記の成立を支える不 可欠の一要素 とされ る。 ところが,周 知のよ

うに,政 府.および 自治体 においては,「 もともと出資 という概念が存在 しない」(会

田ほか[2000]28ペ ージ)の で,資 本概念や資本主関係 はいかな る意味において も

存在 しえない。 とい うことは,す なわ ち,上 記の所説 による場合,政 府 ・自治体 会

計 に複式簿記 を尊人する ことは,そ もそ も原理的 に不可能 とい うことになる。 この

問題 は,複 式簿記の定義 にかか わる問題であ るが,簿 記理論 の観点 か らは今後 さら

なる検討 を要す る問題 であ る とい えよう。複式 簿記の定義 問題 につ いて は,藤 井

[79976]で 筆者 な りの整理 ・検 討を行 っている。

3資 産評価 をめ ぐる議論 とその問題点

政 府 ・自治体 会計 を め ぐる実 務 と議 論 が事 実 上,貸 借 対 照 表 の作 成 と解 釈 を

中 心 に展 開 さ れ て い る とい う今 日的 状 況 か らす れ ば,資 産 の会 計 処 理 に論 者 の

関 心 が 集 中す る の は半 ば当 然 の 成 り行 きで あ った とい うべ きか も しれ ない 。

資 産 の 会計 処 理 を め ぐる先 行 文 献 で の 議論 を整 理 す れ ぼ,そ の主 た る論 点 と

して,① 道 路 や 橋 梁 等 のい わ ゆ る イ ン フ ラ資 産 は貸 借 対 照 表 に計 上 す るべ きか,

.② 資 産評 価 は いか な る基 準 に よ るべ きか,③ 固定 資 産 の減価 償 却 は必 要 か の3

.点 を 指摘 す る こ とが で き るで あ ろ う(筆 谷[1999],宮 本[2000a],会 田 ほか

[2000]),,

以 上 の う ち,本 稿 の検 討 課題 との 関連 で と くに重 要 な 意 味 合 い を有 す る の は,

② の 問題 で あ る7}.自 治省[2000a]で は,.「実 際 に投 下 した税 等 の 資 金 の 運 用

..形 聾 を表 す 観 点 か ら」(7ペ ー ジ),有 形 固 定 資 産 の 評価 基 準 は 「取 得 原 価 主 義

に よ る」(7ペ ー ジ)も の とされ,そ の 金 額 は 「原 則 と して,昭 和44年 度 以 降.

の 決 算 統 計 デ ー タ」(8ペ ー ジ)に も とづ い て 決 定 す る と さ れ て い る 。 財 政 事

情 の 説 明手 法 に 関す る勉 強 会[2000]で も,固 定 資 産 は 「原 則 と して 取 得 原価

に よ り計 上 」(10ペ ー ジ)し,そ の 金 額 は 国有 財 産 台 帳 等 の 既 存 資 料 に も とづ

い て 決定 す る とされ て い る(13-16ペ ー ジ〉。 資 産 評 価 の 基 本 的 な 考 え 方 と手続

の 資産の会計処理をめ ぐるその他 の問題 につい ては,さ しあた り,筆 谷[1999],宮 本[2000a]

を参照されたい。
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は,政 府会計 と自治体会計に共通するといってよいであろ.う。

以上のような資産評価の問題点は,端 的にいえば,そ れが取得原価主義とは

名ばか りで,実 質的には取得原価主義の本旨から大 きく逸脱 した会計処理 と

なっていることにある。企業会計で資産(と りわけ費用性資産)が 取得原価で

評価されるのは,当 該資産が有する将来の有用性,す なわち当該資産の利用に

よって生み出される将来収益が,最 悪の場合で も当該取得原価を上回るという

見通 しが企業経営者にあるからである。つまり,資 産の取得原価 は,当 該資産

の利用をつ うじた企業投下資金の予想最低回収額を表わしているのである。だ

か らこそ,貸 借対照表に計上された資産は(少 なくとも当該金額に見合 う)負

債の返済能力を示 し,し たがってまた資産と負債の差額である正味資産は株主

持分を表示することになるのである。資産の将来収益が取得原価を下回るとい

う見通 しが得られた場合には当該資産について評価の引き下げ(低 価評価)』が

実施され,将 来収益がまったく見込めない場合には除却(ゼ ロ評価)が 実施さ

れるB〕。

ところが政府 ・自治体会計にみる試行的資産評価実務においては,資 産のそ

うした有用性について何ら検証がなされないまま,取 得にさいして当該金額の

対価が支払われたというだけの理由で取得原価による資産の価格づけがなされ

ているのである6そ うした資産評価が取得原価室義の名に値 しないことは以.h

から明らかであろうが,看 過 しえないよや 深刻な問題は,か かる評価実務が政

府 ・自治体における 「公共事業のばらまき」や 「予算の無駄遣い」の実態把握

に何ら貢献 しないばか りか,む しろそうした実態の隠蔽にさえつなが りかねな

いものであるという点にある。

前述の 「国の貸借対照表(試 案)」 に対して,た とえば,「資産の価値を実態

に即 して評価 しないままの数字では,国 の資産の健全性や投資効果はわか らな

8)資 産 のこ うした有用性 が,一 部の先行研究(た とえば岸[1999]44-45ペ ー ジ)に おいて指摘

され てい るような資産の換金可 能性(売 却可能性)と は直接関連 しない点に留意 して お く必要が

あろ う。 なお,.取 得原 価主義 の理論 的含意 に関す る さらに立 ち入 った議 論 につ いて は,藤 井

[1997a]第8章 を参照 されたい。
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い」(『 日本 経 済 新 聞』2000年10月12日 付 社 説)と い っ た揖 判 や,「 ど こを ど う

ひ つ く り返 して も,税 金 や 国 債,郵 便 貯金 か ら の資 金 を投 入 して つ く った公 共

施 設 な どの資 産 が,ど うい う状 態 に あ るか,効 率 的 に運 用 され て い るの か,が

見 え て こな い」(『朝 口新 聞』2000年10月17日 付 社 説)と い った批 判 が な さ れ て

い るが,以 上 の 検 討 をふ ま え るな らば,こ れ ら の揖 判 は当 然 なされ るべ く して

な され た批 判 とい わ な くて は な らな いで あ ろ う。 こ う した 批 判 は もち ろ ん,自.

治 省[2000a]に もとづ い て作 成 さ れ た 自治 体 バ ラ ンス シー トにつ い て も1す

べ てそ の ま ま当 て は まる もの で あ る%

III制 度再構築の方向 と課題

この節では,前 節での検討をふまえたうえで,制 度再構築の方向と課題につ

いて規範論の観点からいくつかの提言を行いたい。制度再構築のための鍵橿念

は,政 府 ・自治体の 「説明責任」である。 ・

1政 府・自治体の説明責任と会計目的

政府 ・自治体会計に対する社会的関心の高ま.りの背景に,政 府 ・自治体にお

ける財政危機とりわけ累積債務問題が横たわっているのは,改 めて指摘するま.

でもないことであろう。こうした背景事情からすれば,政 府 ・自治体会計 をめ

ぐる試行的実務や議論が.これまで貸借対照表の作成 と解釈を中心に展開されて

きたことも,ま ったく故なきこと.で.はないと評 しうるか もしれない 〔補注2〕。

しかし,は たして,貸 借対照表の作成を第一義 とする会計実務は,現 行制度

が想定す る政府 ・自治体の法的責任と整.合す るのであろうか。そしてまた政

9)自 治省[2000a)は,自 治省方式 にもとつ く貸借対 照表(バ ランスシー ト}に つい て,こ れ を

「資金 の源泉 と使途 を表す」(2ベ ージ)も の と意義づ けている。貸借対 照表に対す るかか る意

義づ けは,企 業会計 においては主 と して経営分析 の領 域(た とえば桜井[1996]35-36ペ ージ)

でみ られ るものであ るが,貸 借 対照 表がそ うした意義を持 ちうるのは,本 文で指摘 したように,

資産の貸借対照表価額が当該各 資産 の有用性 を反映 してい る場合に限 られる。す なわ ち,企 業会

計 においては貸借対 照表 の借 方は,「 企業が利益 を獲得 するために保 有 してい る経済的資源の リ

ス ト」(桜 井 口996136ペ ー ジ)と しての意義 を有 する限 りにおい て,1資 金の使途」 を表す もの

となるのであ る。
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府 ・自 治体 は,貸 借 対 照 表 の 開示 のみ をつ う じて,そ の 説 明責 任 を ま っ と うす

る こ とが で き るの で あ ろ うか 。

答 は否 で あ る 。 な ぜ な らぼ,「 住 民 が 自治 体 に 信 託 して い る の は 行 政 で あ っ

て,財 産 管 理 で は な い」(吉 田[2000]11ペ ー ジ)か らで あ る。 換 言 す れ ば ,

「自 治 体 の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィは 行 政 責 任 を 背 景 に 成 立 し て い る」(吉 田

[1980]19ペ ー ジ)の で あ る。 この こ とは,政 府 につ い て も基 本 的.には ,ま っ

た く同様 に指 摘 しう るで あ ろ う。 す なわ ち,国 民 が 政 府 に 信 託 して い る の は行

政 で あ り,し た が って政 府 の ア カ ウ ンタ ビ リテ ィ(説 明責 任)は 行 政 責 任 を背

景 に成 立 して い るので あ る。

行 政 責任 とは,政 府 ・自治 体 が,納 税 者 か ら預 託 され た 税 金 を使 って 納 税 者

(よ り一般 的 に は 国 民 ・住 民,以..ド 同 じ).の 利 益 とな る行 政 を 送 舟 す る責 任 を

い う(岸[2000]51ペ ー ジ)。 「最 小 の経 費 で 最 大 の効 果 を挙 げ る」(地 方 自治

法 弟2条13項)こ とは,そ の最 も基 本 的 な要 件 とい え よ う。政 府 ・自治 体 の説

明 責 任 は,そ う した行 政行 為 の プ ロ セ ス と結 果 を納 税 者 に対 して説 明 す る責任

で あ る1[㌔

政 府 ・自治体 の法 的 責 任 で あ る行 政 責任 の履 行 状 況 を よ り直截 的 に反 映 す る

財務 諸表 が,一 時 点 の ス ト.ック を表 示 した貸 借 対 照 表 で は な く,一 定 期 間 の フ

ロ ー を捕 捉 した成 果 計 算書(ま た は そ の類 似 書 類 ,以 下 同 じ)で あ る こ とは明

白で あ ろ う。 とず れ ば,政 府 ・自治 体 に よ る説 明責 任 の履 行 を よ り目的 適 合 的

に支 援 す る財 務 諸 表 は,貸 借 対 照 表 で は な く,成 果 計 算 書 とい うζ.とにな る。

近 年 そ の 必 要性 が 強 く叫 ば れ て い る行 政評 価 との関 連 で い えば,行 政 評価 に役

立 つ情 報 は基 本 的 に は,貸 借 対照 表 に よ ってで はな く,.成 果 計 算 書 に よ って提

供 さ れ る とい うこ とで あ る。

政 府 ・自治体 の 説 明責 任 を鍵 概 念 と して 制 度 の 再 構築 を め ざす とす れ ば,政

10)政 府 ・自治体財務諸表の利用者は,納 税者 〔国民.・住民)に 限定 され るわ けではない.た とえ

ば.GASB[1987]par.30で は,政 府財務報告書の利用 者 として,(a)市 民,(b)議 員 および監視機

関,(の 投資者 および与信者の3グ ループが列挙 されてい る。
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府 ・自治 体 会計 の 目的 は,以 上 の よ うな観 点 か ら再 定 義 さ れ.な くて は な らな い

で あ ろ う。 す な わ ち,政 府 ・自治 体 に よ る説 明 責 任 の 履 行 を 支 援 す る と同時 に,

納 税 者 に よ る行 政評 価 に役 立 つ 情 報 を提 供 す る こ とが,政 府 ・自治体 会 計 の基

本 目的 で あ る。 か か る 目的 の達 成 を図 るた め には,貸 借 対 照 表 に加 え て成 果 計

算 書 を作 成 ・開示 す る こ とが 欠 く こ との で きな い 課 題 とな る。

〔補注2〕 とはいえ,自 治体 にお ける累積債務問題には以下のよ うな制度的背景

があ り,し たが って,そ れが どのような会計処理に もとづいて作 成さ.れる ものであ

れ,貸 借対 照表の作成が 当該問題の実態把 握 に必 ず しも直結 しないことに留意 して

お く必要が あろ う。

自治体による地方債の発行 は将来の税収の先取 りを意味 し,し たが って現在 の税

収 と歳出を所与 とす るか ぎ り,そ の償還のためには将来 の増税 が不可避 となる。 し

か し償還財 源の確保 をR的 と して将来の増税 を議 会が前 もって議決す ることは不可

能であろ う。つ ま り,こ のような意味 において,「 自治体は借 入が 出来 ない」(吉 田

[2000]10ペ ージ)仕 組み にな ってい るのであ る。

ところが現実 には,多 くの 自治体が地方債を発行 している。 それが可能 なの は,

政府 が地方債 の償還 を保証 し,事 実 また税収の不 足分を.地方交付税交付金 によって

補填 しているか らに他 ならない。 自治体間で単方債 の格付 けにほ とんど格差が観察

されない のは,ま さにかかる理由に よる 志ので ある(乾[2000142ペ ー ジ)。要す

るに,わ が 国の地方債制度 は政府の債務保 証によって支 え られ た制度で あって,地

方債 の発行 は 「実質 的には 〔……〕 国債発行」(吉 田[2000]ユ2ペ ージ)を 意味 す

るも.のとなってい るので ある。.

2財 務諸表のあるべき体系と構成要素

(1)行 政成果報告書の導.人

以上の検討か ら,制 度再構築のための焦眉の課題は,行 政活動に投入された

資源 とそれによって達成された成果を表示する成果計算書の導入であることが

.理解されるであろう。この計算書を,こ こでは仮に 「行政成果報告書」と呼ん

でおく。

行政成果報告書の主眼は1政 府 ・自治体がその行政活動において 「最小の経
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費 で 最 大 の 効 果 を挙 げ る 」 よ うな:努力 を どれ だ け行 って きた か,も しそ の よ う

な努 力 が 十 分 で な か った とす れ ば その 原 因 は何 か を 表示 す る こ とに あ る。

行 政 成 果 報 告 書 は,複 式 簿 記 に もとつ く損 益計 算書 を そ の基 本 的構 成 要 素 と

して 含 む もの で あ る 。 しか しそれ だ けで は,.1.=記 の 会.計日的 を十 分 に達 成 す る

こ とは で きな い で あ ろ う。 したが って 行 政 成 果 報告 書 に は,損 益 計 算 書 の ほ か,

行 政 サ ー ビ スの提 供 能力,提 供 量,効 果 に関 す る明細 が,最 低 限 の追 加 的構 成

要 素 と し て 含 ま れ る必 要 が あ る。 そ の 内 容 の 具 体 化 に あ た っ て は,GASB

[1994]で 提 起 さ れ た 「行 政 サ ー ビ ス 投 入 成 果 報 告 」(serviceeffortsand

accomplishmentsrep・rting)が 参 考 に な るで あ ろ う⊥エ}。

② 貸借 対 照 表 の構 成 要 素 と資 産 測 定

行 政 成果 報 告 書 の尊 人 は,貸 借 対 照 表 の意 義 を否 定 す る もの で は決 して な い。

既 述 の よ うに財 産 計 算 と成 果 計算 を有 機 的 に完 成 させ る こ と は複式 簿 記 の 最 も

基 本 的 な機 能で あ り,政 府 ・自治体.会計 に おい て も資 源 管 理 の 体系 性 と網 羅 性

を確 保 す る うえで 不 可 欠 の計 算 手 法 とな る。

問題 は,貸 借 対 照 表 の 構成 要素 と りわ け資 産 を どの よ うに認 識 し,測 定 す る

か で あ る。 前 節 で み た よ うに現 行 の試 行 的 実 務 で は,政 府 ・自治体 の行 政 財 産

を そ の ま ま会 計 上 の 資 産 と して認 識 した うえで,過 去 に支 払 わ れ た対 価(の 累

計 額)を も って 当該 各 資 産 の貸 借 対 照 表 価 額 とす る会計 処 理 が 実 施 され てい る。

しか し,か か る会計 処理 は取 得 原 価 主 義 の 本 旨 に反 す る ば か りで な く,政 府 ・

自治体 財 政 の 実 態 を 隠蔽 す る こ とに もつ なが りか ね な い もので あ る。

政府 ・自治体 財 政 の健 全 性 な り債 務 返 済 能 力 な りを貸 借 対 照 表 に おい て 表 示

す る た め の理想 的 な 方途 は,財 政 学 領 域 で 主 張 さ れ て い る よ うに,行 政 財 産 そ

れ 自体 で は な く;行 政財 産が 具 現 して い るは ず の 「将 来 の租 税 債 権 」 を 資 産 と.

して認 識 し,そ の価 値 を 測 定 す る こ とで あ ろ う(吉 田[20⑪ ⑪]11ペ ー ジ)。 資

11)陳X2000]で,7メ リカにお ける 「行政サー ビス投 入成果報告」の先行事例が紹介されている。

また,自 治省が現在導入 を検討 している 「行 政ユ.スト計算書」は,そ の内容次第では,こ こで い

う行政成果 艱苦書 と同種の機能を果たす財務 諸表 となる可能性があ る。
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産 の こ の よ う な認 識 ・測定 は,前 掲 の行 政 成 果 報 告 書 の作 成趣 旨 と も整 合 した

会計 処 理 と な る。

とは～・え,か か る認 識 ・測 定 を純 粋 なか た ちで 実 務 に適用 す る こ とに は,多

くの 困難 性 が とも な うで あ ろ う。 そ こで 次 善 の代 替 措 置 と して,資 産 の認 識 に

つ い て は 現 行 の 試 行 的実 務 の 外 延 的.拡張 を図 りつ つ121,そ の 測 定 に つ い て は

FASB[2000]で 提 示 さ れ た よ うな現 在 価 値 測 定 を適 用 す る とい う方 途 が 考 え

られ る 、,この場 合,資 産 を地 域 別 や 種類 別 な どに適 宜 区分 した う えで,各 資 産

グ ルー プ ご とに そ の利 用 に よ って 生 み 出 さ れ る将 来 の キ ャ ッシ ュ フ ロー(金 融

資 産 の場 合 は 将 来 の現 金 受 領 額,一 般行 政事 務 に利 用 され る資 産 や イ ン フ ラ資

産 の 場 合 は将 来 の税 収,現 業 活 動 に利 用 され る資 産 の場.合 は将 来 の 料 金 収.入

等)を 見 積 り,こ れ を現 在 価 値 に割 り引 くとい う手続 が と られ る こ とに な る。

か か る測 定 を つ う じて,行 政 財 産 と して の価 値 が 高 い 資産 に は 高 い評 価 額 が,

低 い 資 産 には 低 い 評価 額が,そ れ ぞ れ 付 され る こ とに な る 〔補注3〕 。

この よ うな 資 産 測定 は多 くの仮 定 や 見 積 りを必 要 と.し,し た が って そ のか ぎ

りで 測 定 者 の 裁 量 や 意 図 を反 映 した もの とな るが,上 掲 の 会計 目的 へ の貢 献 と

い う点 で は 現 行 の 試行 的実 務 よ り も適 合 性 の 高 い 測 定 実務 とな るで あ ろ う。 か

か る測 定 は最 先 端 の 「企 業 会計 的手 法 」 に属 す る もの で あ り,し た が って そ の

政府 ・自治体会計への適用は,「企業会計的手法の導入」 という今Rの 政府`

自治体会計論の前提からみても十分な妥当性を有 した措置とな りうるであろう。

〔補注3〕 この とき,..非金融資産(と りわ け固定資産)の.評 価額 の ヒ限を取得原

価 とすれば,か か る測定 は実質的 には,FASB基 準 書第121号 やIASC基 準書第36

号で基準化 された減損 会計 に帰着す ることになるであろ う、固定資 産の減損会計 は

時価 会計の.・形態 とみなされる ことが少 なくない ようであ るが,資 産価額 の ヒ方修

正 を許容せず下方修正のみを要請 している点で,そ れは棚卸 資産会計における低価.

法 と共通す るものである。低価法 につ.いて は,こ れ を時価評価 の一 形態 とみる解釈

12)会 計的認識の拡張iこあた っては,政 府 ・自治体が設置 した公社,公 団,事 業団,公 営企業,特

殊法人等の連結が当面の課 題となるであろう.他 方,負 債の側で も..債務負担 行為 や退職給付債

務の計上 伯 治体の場 合)が 大 きな課題 となるであろ う。
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が 存在す る一方で,原 価 配分 の.形 態 とみ る有力 な解釈 も存在 す る(た とえば

AICPA[19531ch.4,平 敷[1990]409ペ ー ジ,井 卜[1995ユ108ペ ージ)。そ して

後者の解釈 によ る場合,低 価法 は収得原価 主義の枠内に位 置す る会計処理 とみ なす

ことがで きる。か かる解釈 に したがえば,固 定資産の減損 会計 も取得原価 主義の枠

内 に収 まる会計処理 とみ なす ことが可能 となろ う。 とす れば,本 稿で提案す る資産

の現 在価値 測定 について も,現 行の企業会計 における取得原価主義の枠内 にあ る会

計処 理 として,こ れ を位置づけ るととが可 能 となるのであ る。 この問題 は取得原価

主義 の本質 をど う理解す るかにかかわる もので あ り,会 計理論の観 点か らは今後 さ

らに検 討されるべ き問題である といえよ う。

互V議 論のまとめ

以上によって,政 府 ・自治体会計をめぐる近年め動向を概観 し,そ の特徴 と

問題点を企業会計の理論に照らして明らかにすると同時に,あ りうべ き制度再

構築の方向と課題を規範論の観点から提示するという本稿の課題はおおむね達

成されたものと思われる。現行の試行的実務 と先行文献での議論の最 も大きな

問題点は,.そ れらがもっぱら,本 来の趣 旨から逸脱 した 「取得原価主義」にも

とつく貸借対照表の作成と解釈を中心に展開されていることにある。本稿では,

かかる問題指摘にもとづき,政 府 ・自治体会計の基本目的を再定義 したうえで,

制度再構築に向けた主たる課題として行政成果報告書の導入と資産への現在価

値測定の適用の2っ を提言した。
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